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請
願
及
び
陳
情
は
、
区
政
へ
の
要

望
を
区
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。
請
願
は
紹
介
議
員

を
必
要
と
し
、
陳
情
は
必
要
と
し
な

い
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
豊

島
区
議
会
で
は
同
じ
扱
い
を
し
て
い

ま
す
。

　

随
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
が
、

各
定
例
会
初
日
の
３
日
前
（
休
日
を

除
く
）
の
午
後
５
時
ま
で
に
提
出
さ

れ
た
請
願
・
陳
情
に
つ
き
ま
し
て
は
、

そ
の
定
例
会
中
に
審
議
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
い
日
程
は
、「
広
報
と
し
ま
」

や
区
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ト
ッ
プ

ペ
ー
ジ
」
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
提
出
方
法

　

請
願
（
陳
情
）
の
内
容
を
文
書
に

し
て
、
区
議
会
事
務
局
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
郵
送
で
の
提
出
は
可
で

す
が
、
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
等
で
は

受
け
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

●
請
願
の
意
見
陳
述

　

請
願
の
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
、

請
願
者
本
人
が
希
望
し
、
審
査
す
る

委
員
会
が
認
め
た
時
に
、
そ
の
委
員

会
に
お
い
て
、
意
見
陳
述
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

区
内
に
お
住
ま
い
の
、
新
聞
を
購

読
し
て
い
な
い
世
帯
（
企
業
な
ど
は

除
く
）
で
、
ご
希
望
の
方
へ
「
と
し

ま
区
議
会
だ
よ
り
」
と
「
広
報
と
し

ま
」
を
無
料
で
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

■
と
し
ま
区
議
会
だ
よ
り

　

年
に
６
回
発
行	

■
広
報
と
し
ま

特
集
版
／
毎
月
１
回（
１
日
発
行
）

情
報
版
／
毎
月
３
回
（
１
日
・
１１

日
・
２１
日
発
行
）

〈
申
込
方
法
〉

　

電
話
か
フ
ァ
ク
ス
か
Ｅ
メ
ー
ル

（
氏
名
〈
ふ
り
が
な
〉・
住
所
・
電

話
番
号
を
明
記
）
で
、
広
報
課
広
報

グ
ル
ー
プ
へ
。
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【
注
意
事
項
】申
込
み
後
、
配
送
ま
で

２
〜
３
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。

●
本
会
議

　

区
議
会
の
最
終
的
な
意
見
を
決
め

る
と
と
も
に
、
区
政
に
つ
い
て
の
一

般
質
問
も
行
い
ま
す
。

●
委
員
会

　

議
案
や
請
願
・
陳
情
等
は
、
内
容

も
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

部
門
に
分
け
て
専
門
的
・
能
率
的
に

審
査
す
る
た
め
、
委
員
会
を
置
い
て

い
ま
す
。

（
今
年
度
の
各
委
員
会
の
構
成
は
４

面
の
と
お
り
）

●
議
員
協
議
会

　

本
会
議
の
事
前
説
明
、
事
前
調
整

等
が
必
要
で
あ
り
、
議
員
全
員
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
検
討
会
は
、
議
会
運
営
・
活
動

全
般
を
調
査
検
討
し
、
議
会
改
革
に

向
け
た
方
策
・
要
望
を
取
り
ま
と
め
、

検
討
結
果
を
正
副
幹
事
長
会
に
報
告

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
会
の
中
で
決
定

し
た
主
な
取
組
内
容
、
結
果
は
次
の

と
お
り
で
す
。

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
実
施

　

令
和
２
年
第
１
回
定
例
会
よ
り
、

予
算
特
別
委
員
会
及
び
決
算
特
別
委

員
会
に
係
る
委
員
会
資
料
の
ペ
ー
パ

ー
レ
ス
化
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
へ
の 

手
話
通
訳
の
導
入
に
つ
い
て

　

前
期
の
議
会
改
革
検
討
会
に
て
検

討
を
行
い
、
令
和
元
年
第
３
回
定
例

会
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
に

お
い
て
手
話
通
訳
の
導
入
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

今
後
も
、
区
民
に
開
か
れ
た
、
よ

り
一
層
わ
か
り
や
す
い
議
会
運
営
を

目
指
し
て
改
革
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

区
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、

次
の
会
議
体
の
ラ
イ
ブ
中
継
と
録
画

映
像
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

〈
ラ
イ
ブ
中
継
〉

　

本
会
議
、
予
算
特
別
委
員
会
、
決

算
特
別
委
員
会

〈
録
画
映
像
〉

　

本
会
議
、
予
算
特
別
委
員
会
、
決

算
特
別
委
員
会
、
各
常
任
委
員
会
、

各
特
別
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会

　

録
画
映
像
は
会
議
終
了
後
、
お
お

む
ね
５
日
後
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

※
編
集
作
業
の
状
況
に
よ
り
、
予
定

よ
り
遅
れ
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

豊
島
区
議
会
で
は
、
議
会
改
革
検
討
会
を

設
置
し
、
議
会
改
革
を
実
行
し
て
い
ま
す

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
の
ご
案
内

この号は区内の全世帯に個別にお配りしています。

広
報
編
集
委
員
会
委
員

◎
藤
澤
　
愛
子
（
自
民
党
豊
島
区
議
団
）

○
ふ
ま
　
ミ
チ
（
公

明

党
）

　
河
原
　
弘
明
（
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
・
民
主
）

　
清
水
み
ち
こ
（
日

本

共

産

党
）

　
ふ
る
ぼ
う
知
生
（
無

所

属

の

会
）

　
川
瀬
さ
な
え
（
立

憲

と

し

ま
）

	

（
令
和
２
年
５
月
３１
日
ま
で
）

　
藤
澤
　
愛
子
（
自
民
党
豊
島
区
議
団
）

　
川
瀬
さ
な
え
（
立

憲

と

し

ま
）

　
塚
田
ひ
さ
こ
（
無

所

属

の

会
）

　
ふ
ま
　
ミ
チ
（
公

明

党
）

　
元
谷
ゆ
り
な
（
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
・
民
主
）

　
清
水
み
ち
こ
（
日

本

共

産

党
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議
席
順

	

（
令
和
２
年
６
月
１
日
か
ら
）

※
委
員
長
・
委
員
長
代
理
は
次
回
の
広
報

編
集
委
員
会
開
会
後
選
任
さ
れ
ま
す
。

◎
委
員
長
　
○
委
員
長
代
理

ご
希
望
の
方
に「
と
し
ま
区
議
会
だ
よ
り
」

と「
広
報
と
し
ま
」を
お
届
け
し
ま
す
。

➡

矢
印
の
部
分
を
ク
リ
ッ
ク
い
た
だ
く

と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
議
会
中
継
の

画
面
が
開
き
ま
す
の
で
、
ご
覧
に
な

り
た
い
部
分
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ

さ
い
。

○○○○○○○○についての請願（陳情）
令和○○年○○月○○日

紹介議員　○○○○　○○○○　○○○○
※１名以上の議員の署名又は記名押印（陳情には必要ありません。）

請願（陳情）者

　 
（２名以上で提出する際は署名簿を添えてください。）

住所
団体名
氏名（署名又は記名押印）
電話番号

豊島区議会議長　○　○　○　○　あて

請願（陳情）の趣旨
　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○
　よって、下記事項について請願（陳情）します。

記
１○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
２○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
３○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

● 請願（陳情）の記載例 

②紹介議員の署名
※請願のみ

①提出年月日

⑥請願(陳情)の趣旨

③請願(陳情)者の署名または
記名押印
※法人の場合は、代表者の署
名または記名押印
④請願(陳情)者の住所
※法人の場合は代表者の住所
⑤連絡先の電話番号

区議会のしくみ
区民と区議会、執行機関の関係

　区議会は、２月、６月、９月、
11月の年４回開く定例会と必要に
応じて開かれる臨時会があります。
招集はいずれも区長が行います。

選挙
要望・陳情

議決

行政
サービス

広報
情報公開

選挙
請願・陳情

区民

議事機関（区議会） 執行機関（区長）
区民から選ばれた議員によ
り議案等を審議し、議会と
しての最終的な意思を決定
します。

区長が区民生活向上のため
の政策案（議案）を提出し
ます。

議案の提案
（予算・条例）

請
願
・
陳
情
は
い
つ
で
も

請
願
・
陳
情
は
い
つ
で
も

ど
な
た
で
も
提
出
す
る
こ
と
が

ど
な
た
で
も
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

で
き
ま
す

区
議
会
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
「
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
」

（
５
月
２５
日
時
点
）

住
所
変
更
の
お
知
ら
せ

　

く
つ
ざ
わ　

亮
治
議
員

　
　

南
池
袋
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